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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成３１年第１回有田川町議会定例会） 

平成３１年３月５日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 閉会中の所掌事務調査報告について 

 日程第５ 議案第１号 平成３０年度有田川町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第６ 議案第２号 平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ４号） 

 日程第７ 議案第３号 平成３０年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第８ 議案第４号 平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第９ 議案第５号 平成３１年度有田川町一般会計予算 

 日程第10 議案第６号 平成３１年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第11 議案第７号 平成３１年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第12 議案第８号 平成３１年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第13 議案第９号 平成３１年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第14 議案第10号 平成３１年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第15 議案第11号 平成３１年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第16 議案第12号 平成３１年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第17 議案第13号 平成３１年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

 日程第18 議案第14号 平成３ １年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第19 議案第15号 平成３１年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第20 議案第16号 平成３１年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第21 議案第17号 平成３１年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第22 議案第18号 平成３１年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第23 議案第19号 平成３１年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第24 議案第20号 平成３１年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第25 議案第21号 平成３１年度有田川町水道事業会計予算 

 日程第26 議案第22号 有田川町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する 

            条例の制定について 

 日程第27 議案第23号 有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 
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            る条例の制定について 

 日程第28 議案第24号 有田川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

 日程第29 議案第25号 有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

            する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第30 議案第26号 有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第31 議案第27号 有田川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第32 議案第28号 有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第33 議案第29号 有田川町下水道条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第30号 有田川町かなや明恵峡温泉条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 

 日程第35 議案第31号 有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する 

            条例の制定について 

 日程第36 議案第32号 有田川町文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第37 議案第33号 有田川町農村環境改善センター条例を廃止する条例の制定につ 

            いて 

 日程第38 議案第34号 有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第39 議案第35号 有田川町学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第40 議案第36号 有田川町道路線の認定について 

 日程第41 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第42 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第43 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第44 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 
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３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ６番    畑  之       11番   佐々木 裕 哲 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  立 石 裕 視    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  竹 中 幸 生    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  森 田 栄 一    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（殿井 堯） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６人であります。 

   定足数に達していますので、第１回有田川町議会定例会は成立しました。 

   ただいまから、平成３１年第１回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３３分 

○議長（殿井 堯） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、

６番、畑之君、１１番、佐々木裕哲君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   ２月２６日に開催されました議会運営委員会の結果について、委員長より報告をお

願いいたします。 
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   議会運営委員会委員長、森谷信哉君。 

○議会運営委員長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について、御報告申し上

げます。 

   去る２月２６日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並

びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。その結果、会期につ

きましては、本日から３月２８日までの２４日間とさせていただきました。一般質問

は１８日、１９日としております。 

   議事日程については、お手元に配付している日程表のとおりといたしたく思います。

日程第５から日程第４４までの、議案３６件、諮問４件について一括上程を行い、そ

れぞれ当局から提案理由の説明を求め、その後、全員協議会にて御審査いただきたい

と思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、議案第１号から議案第４号についての議案審議を

本日お願いいたします。 

   この会期、日程等に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御協

力をお願い申し上げまして、御報告といたします。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は本日から３月２８日まで

の２４日間にしたいと思います。 

   御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から３月２８日までの２４日間と決定いたしました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、議案３６件、諮問４件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   次に、監査委員より、平成３０年１１月から平成３１年１月分までの例月現金出納

検査の結果、平成３０年８月分から１１月分までの水道事業会計例月現金出納検査の

結果及び平成３０年１１月、１２月に実施した平成２９年度における財政援助団体の

監査報告を受けていますので、お手元に配付しております。 
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   以上、諸般の報告を終わります。 

……………日程第４ 閉会中の所掌事務調査報告について…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第４、閉会中の所掌事務調査報告についてを行います。閉会中に議会運営委員

会による視察研修が、実施されておりますので、委員長報告をお願いいたします。 

   議会運営委員会委員長、森谷信哉君。 

○議会運営委員長（森谷信哉） 

   議長の許可をいただきましたので、議会運営委員会の視察報告をさせていただきま

す。１月２４日、２５日の２日間、静岡県袋井市において議会運営委員会の視察研修

を実施いたしました。袋井市は、静岡県西部に位置し、人口約８万８，０００人、面

積は１０８．３３平方キロメートルの市であります。 

   袋井市では、タブレット端末を活用した議会運営について調査を行いました。市で

は、平成３０年２月定例会から本格的にタブレット端末を用いたペーパーレス会議シ

ステム導入しています。視察では、導入までの経緯や主な課題、議会における進め方、

導入及び運営にかかる経費についての説明を受け、質疑応答の後、本会議場を見学い

たしました。 

   導入までの進め方は、まず、ペーパーレス化のイメージを全議員で共有することか

ら始まり、当時執行部側が先行して導入していた会議システムと議会事務局が候補と

して選定したシステムを比較検討して、操作性や管理機能にすぐれた議会事務局選定

のシステムに決定したそうです。 

   また、機器については、セキュリティー面や運用コスト、コスト削減、使い勝手な

どについてさまざまな検討が行われ、その結果、ノート型パソコンではなくタブレッ

ト端末に決定したとのことです。 

   月々の通信費については、議員から月額２，０００円を徴収し、その全額を政務活

動費から支出しているとのことでありました。 

   初期投資として機器の購入や通信環境整備、電源強化などに７５０万円余りかかり

ましたが、経常経費については年額約２００万円で、紙による書類等の削減効果約２

００万円と収支とんとんとなっています。 

   運用面の課題としては、説明者が出席者のタブレット操作のスピードに合わせて操

作する配慮が必要であることや、タブレットのメモ機能は紙媒体と比較すると速度や

精度が劣ることから、予算、決算関連資料などについては紙媒体との併用を求める声

が多いとのことでした。 

   導入に至るポイントとしては、第一に導入に向けた議員自身の気構えが必要であり、

議員主導で前向きに取り組む必要があること。２番目として、議会と執行部が協議体

制を保って議会運営を行っていく必要があること。３番目としてセキュリティー面も

含めて、間違いのない環境整備を行っていくことが大切であるとのことでした。 
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   今回の調査は、有田川町議会のこれからの運営に生かしていくための有意義な視察

になりました。ただ、私たち有田川町議会において導入を目指すに当たり、町と市の

財政規模を鑑み、タブレット端末などの初期投資を行う予算的な問題、担当職員の配

置など、対応についても今後検討しなくてはなりません。 

   効率化だけでなく環境への負荷も軽減するタブレット端末の活用について、さらな

る研究を重ね、より住民の皆様の要望に応えられる議会を目指して取り組んでいきた

いと思います。 

   以上、議会運営委員会の視察研修報告とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   これで閉会中の所掌事務調査報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第５から日程第４４までの議案３６件、諮問４件を一括議題としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第５から日程第４４までの議案３６件、諮問４件を一括議題とい

たします。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   おはようございます。 

   本日、ここに平成３１年有田川町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議

員各位には、何かとお忙しいところ、御参集賜り厚く御礼申し上げたいと思います。 

   平成３１年度予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、有田川町長と

して、所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様に、一層の御理解と御協力

をお願い申し上げる次第であります。 

   我が国の動向を見ますと、経済環境は緩やかな回復が続くことが期待される中、経

済財政運営と改革の基本方針２０１８に基づき、幼児教育の無償化を初めとする、ひ

とづくり革命と第４次産業革命の技術革新等を通じた生産性革命を最優先に取り組む

とともに、全世帯型社会保障制度への取り組みを進め、少子超高齢化という大きな課

題に取り組んでいくこと、また、農林水産業を始めとした地方創生、国土強靭化、女

性の活躍、障害者や難病のある方の活躍、働き方改革、外国人の受け入れなどの施策

の推進により、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる、１億総活

躍社会の実現を目指すとされています。 

   本町においは、第２次有田川町長期総合計画、有田川町まち・ひと・しごと創生総
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合戦略の推進を基本とし、行政と住民がともに知恵を出し合い創意工夫しながら、住

民参加のまちづくりを全力で取り組んでまいる所存でございます。 

   昨年度は、全国各地で地震や豪雨など、従来の想定を超えた自然災害が頻発し、私

たちの生活や環境、経済に大きな影響を及ぼしたところです。当町においても、昨年

９月の台風により甚大な被害を受け、完全復旧には至っていないことから、本年度に

おいても、３月補正予算と合わせて早急に完全復旧に向け取り組んでいきたいと考え

ているところであります。 

   町民の安心安全の確保は、町長として最も重要な責務であり、吉備金屋消防署救急

車の更新、防災行政無線デジタル化事業の推進や自家発電設備の強化なども行い、地

域防災力の強化に力を注いでまいります。 

   また、鳥屋城小学校プール整備事業など、教育環境の向上を図るとともに、福祉、

産業施策の充実、道路及び生活環境の向上に努め、町政のさらなる発展の年となるよ

う取り組んでいきたいと考えています。 

   一方、財政状況においては、地方交付税の合併算定替の経過措置によって、平成２

８年度以降、段階的に交付税が削減されております。本年度は、約２億２，０００万

円が、さらに最終年度の平成３３年度には約３億２，０００万円が削減される見込み

であり、交付税に依存している当町にとっては、今後一段と厳しさを増すと予想され

ます。 

   こうした中、新たな歳入として小水力発電施設の売電収入、バイオマス発電事業所

の誘致、ふるさと納税の増収など、自主財源の確保にも努めているところであります。

限られた財源のもと、多様化する町民サービスに対応し、生活の豊かさを継続的に求

めていくためには、さらなる効率化と、新たな意欲を持って時期を捉え創意工夫を凝

らし、町行政を運営していかなければなりません。 

   今後においても住民の安心安全を第一に考え、豊かで住みよいまちづくりの実現と

さらなる町の発展により一層の努力をしてまいりたいと思います。 

   議員各位には、御理解をいただきまして、御指導、御協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げる次第であります。 

   それでは、予算について御説明申し上げます。平成３１年度予算は、住民のニーズ

や財政状況の変化に対応しつつ、将来的にも安定した財政運営ができる予算を編成す

るため、有田川町長期総合計画に定める基本目標を柱として、常にコスト意識を持っ

て、事業の緊急性や必要性を熟慮した上で、取捨選択や効率的な執行に取り組むこと

が重要であると考え、予算を編成いたしました。 

   予算編成につきましては、歳入に重点を置いた一般財源枠配分方式を本年度も実施

いたしました。 

   平成３１年度の一般会計予算額は、前年度に比べ６億円多い、１５５億５，０００

万円となっています。一般会計、特別会計予算の合計額は、国民健康保険事業特別会
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計、公共下水道事業特別会計などで減額があったものの、一般会計の増額により昨年

度に比べて５億８，３３３万６，０００円多い、２６１億５，７１５万３，０００円

となっております。また、水道事業会計については、前年度に比べ８９３万１，００

０円少ない、８億２，９４２万８，０００円となっています。 

   本町の抱える課題、問題点等を全職員が共有することにより、真に住民が必要とす

る事業を優先し、職員の英知を結集し、最小の経費で最大の効果をあげるよう万全の

体制で取り組んでいきたいと考えております。 

   本定例会に上程させていただきました議案は、予算案件２１件、条例案件１４件、

その他案件５件の合計４０件であります。 

   それではまず、議案第５号の平成３１年度有田川町一般会計予算について、御説明

申し上げます。歳入、歳出予算規模は前年度に比べ４％増の、額にして６億円多い総

額１５５億５，０００万円となっています。歳入の主なものとしましては、町税は前

年度より増額の２８億７７３万５，０００円を計上しております。なお、徴収率は県

下でトップクラスに位置しているところでありますけれども、滞納対策につきまして

は職員による個別徴収は今まで以上に努力することはもちろんのこと、今後も和歌山

地方税回収機構なども活用し、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

   地方譲与税については、１億４，７００万円を計上しています。各交付金の主なも

のといたしまして、地方消費税交付金に消費税率引き上げ分を見込んで４億９，５０

０万円を、自動車取得税交付金に１，８００万円と、新たに環境性能割交付金に２５

０万円を、地方特例交付金に５，３００万円を、その内、保育料無償化分として、子

ども・子育て支援臨時交付金に３，０００万円を計上しております。 

   また、その他交付金においても、平成３１年度地方財政対策を踏まえたものとして

います。 

   地方交付税については、国から地方公共団体へ交付される総額は１６兆１，８０９

億円で、前年度に比べ１，７２４億円、率にして１．１％増額となっております．本

町においては、合併算定替えの影響と地方財政対策の伸び率を考慮した上で、前年度

と同額の６１億５，０００万円を計上しております。 

   分担金及び負担金は１億１，９０７万１，０００円を、使用料及び手数料は１億３，

１３５万５，０００円を、国庫支出金は、前年度比３％増の９億５，２９７万８，０

００円を、県支出金は前年度比１．７％減の１１億９，６０７万７，０００円を、寄

附金はふるさと応援寄附金を２億４，０００万円見込み、２億４，１１０万１，００

０円を、基金繰入金では町債の償還のための財源に減債基金３億円を、各種事業執行

のための目的基金５億５，５９７万１，０００円を繰り入れするとともに、財源不足

を調整するために財政調整基金を３億６，０００万円繰り入れ、前年度比６．２％増

の１２億１，５９７万１，０００円を計上いたします。 

   町債では１６億７，８３０万円を借り入れることとしています。主なものといたし
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まして、臨時財政対策債に３億７，４８０万円を、総務債に１億７，３４０万円を、

土木債に２億２，１００万円を、消防債に６億４，６００万円をそれぞれ計上してお

ります。 

   その他の歳入につきましても、従来の歳入実績に基づいて、それぞれの科目に計上

いたしております。 

   歳出につきましては、款別に主なものとして、１款議会費は、１億９０７万５，０

００円を計上しています。 

   ２款総務費は、前年度より３，６１５万４，０００円多い１６億２，１９３万円を

計上しています。主なものとしましては、一般管理費では、防犯灯設置補助金として

１，６２５万円を、財産管理費では旧峯口小学校体育館解体撤去工事費として２，３

１９万１，０００円を、集会所等改修補助金に１，１２４万４，０００円を、企画費

ではふるさと応援基金活用事業に７７０万円を、電子計算費では業務用パソコンの備

品購入費に１，６４７万円を、情報通信基盤施設費では、施設設備管理委託料に６，

３６８万５，０００円を、過疎対策費では、コミュニティバス運行委託料に１，５１

７万５，０００円を、生活バス運行補助金に３，８００万円を、地方創生推進交付金

事業では、ぶどう山椒ブランド化推進事業として２，１５０万円を、徴税費の賦課徴

収費では、地番図・家屋図作成委託料に１，３００万円を、評価替え関連業務委託料

に５，６０６万２，０００円を、選挙費では、和歌山県議会議員一般選挙費として１，

６９９万円を、参議院議員通常選挙費として２，６０５万５，０００円を計上してお

ります。 

   ３款民生費は、前年度より８，２９５万１，０００円多い４０億７，８２２万６，

０００円を計上しております。主なものといたしまして、社会福祉総務費では、町社

会福祉協議会補助金に４，５５２万７，０００円を、国民健康保険事業特別会計への

繰出金として２億８，０５６万７，０００円を、障害者福祉費では、障害福祉サービ

ス費に４億１，８２２万２，０００円を、扶助費として重度心身障害児者医療費など

に７，４７３万５，０００円を、老人福祉費では、高齢者福祉センター外壁・屋根塗

装工事に２，１００万円を、有田郡老人福祉施設事務組合（なぎ園）の負担金に３，

７５１万１，０００円を、シルバー人材センター補助金に１，０６３万９，０００円

を、後期高齢者医療広域連合負担金に５５８万６，０００円を、ねんりんピック和歌

山大会補助金に１，１３４万２，０００円を、扶助費として、老人福祉施設入所措置

費などに４，２５９万円を、繰出金として、介護保険事業特別会計へ５億９８１万円

を、後期高齢者医療特別会計へ４億８，２４６万３，０００円をそれぞれ計上してお

ります。児童福祉総務費では、委託料として放課後児童健全育成事業委託料、私立保

育所入所委託料などに２億７，２３２万９，０００円を、補助金として、在宅育児支

援事業給付金、紀州っ子いっぱいサポート保育料助成金、育児支援補助金などに２，

６５２万１，０００円を、扶助費として、子ども医療費扶助費に５，５５４万８，０
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００円を、児童措置費では、負担金補助及び交付金に、児童発達支援事業給付費補助

金などとして１億６，４１９万円を、扶助費として、ゼロ才から中学生を対象とした

児童手当に４億４８万５，０００円を、母子福祉費では、扶助費として、ひとり親家

庭医療費に２，８５７万２，０００円を、保育所費では、給食調理業務の民間委託料

として６，１２１万５，０００円を計上しております。 

   ４款衛生費は、前年度より２，３０８万５，０００円少ない１１億８，８７５万円

を計上しています。主なものといたしまして、保健衛生総務費では、委託料として、

親支援事業及び妊婦一般健康診査、がん検診、産前産後サポート事業、産後ケア事業

などの委託料として５，８３３万９，０００円を、母子手帳アプリの使用料に３９万

３，０００円を、予防費では、予防接種委託料にインフルエンザ予防接種委託料など

７，２９９万３，０００円を、環境衛生費では、二川小水力発電所管理事務費として

５３３万７，０００円を、一般住宅用太陽光発電設備導入補助金として３６０万円を、

有田聖苑事務組合分担金として６３５万５，０００円を、保健センター費では、きび

保健福祉センター空調設備改修工事に２，９５０万円を、清掃費のじん芥処理費では、

委託料として、ゴミ収集運搬業務委託料などに９，５５９万円を、自動車購入費とし

て６１９万５，０００円を、有田周辺広域圏事務組合分担金、衛生施設分に１億９，

２９２万３，０００円を、し尿処理費では、有田周辺広域圏事務組合分担金衛生施設

分として１億２，２９２万５，０００円を、合併処理浄化槽設置補助金に１，７８３

万円を、浄化槽事業特別会計への繰出金として３０８万２，０００円を、上水道費で

は、簡易水道事業特別会計への繰出金として３億７０８万円を計上しています。 

   ５款労働費の労働諸費では、有田川町雇用創出推進基金活用事業のイメージアップ

事業に、１，０５２万５，０００円を計上しています。 

   ６款農林水産業費は、前年度より８，０９３万７，０００円少ない、１３億３，９

０１万１，０００円を計上しています。農業振興費では、有害鳥獣捕獲報償費に３，

００５万５，０００円を、営農給水施設新設工事に５５０万円を、中山間地域直接支

払制度交付金に１億６，３４９万６，０００円を、農業次世代人材投資事業補助金に

１，１２５万円を、多面的機能支払交付金に４，９６０万円を、農地費では、農業水

路等長寿命化・防災減災事業として、委託料と工事請負費を合わせて１，０００万円

を、小規模土地改良事業として３，０００万円を、地籍調査費では、委託料として地

籍調査測量等委託料に２億３６０万６，０００円を、排水事業費では、農業集落排水

事業特別会計などへの繰出金として２億４，５９９万１，０００円を、林業費の林業

振興費では、未利用材運賃補助金に２００万円を、林道維持改良費では、工事請負費

として１，０００万円を、林道宇井苔白馬線他２路線に１，０００万円を、林道新設

改良費では、育成林整備事業の工事請負費として、日物川境川線・峠上二澤線工事に

１億５，１２０万円を、森林整備費では、間伐等実施事業補助金に１，１０８万２，

０００円を、低コスト施業に伴う作業道開設事業補助金に７５０万円を計上しており
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ます。 

   ７款商工費は、前年度に比べて１，７７６万６，０００円少ない、２億７４６万４，

０００円を計上しております。商工総務費では、プレミアム商品券委託料に７９５万

１，０００円を、商工会補助金に１，７４０万円を、観光費では、ふるさと体験施設

特別修繕料に２，０００万円を、委託料として、ふるさと体験施設指定管理料を含め、

２，９４１万２，０００円を、かなや明恵峡温泉特別会計への繰出金として４００万

円を計上しています。 

   ８款土木費は、前年度より４７２万８，０００円多い１２億８，２８３万１，００

０円を計上しております。土木総務費では、住宅・建築物耐震改修事業補助金に１，

０８２万２，０００円を、道路橋りょう維持費では、委託料の道路台帳整備委託料に

６００万円を、工事請負費として、道路橋りょう維持修繕工事費に７，９００万円を、

道路新設改良費では、委託料として、橋りょう長寿命化計画策定事業や橋りょう点検

事業委託料などに７，３１０万円を、工事請負費として、辺地対策事業や防災・安全

交付金事業及び合併特例事業などに１億３，１６０万円を、土地購入費に５，６００

万円を、物件補償費に６，９３０万円を、下水道費では、公共下水道事業特別会計へ

の繰出金として５億８，５５６万６，０００円を、住宅費では、工事請負費に公営住

宅等ストック総合改善事業や改良住宅ストック総合改善事業として４，６９４万円を

計上しています。 

   ９款消防費は、前年度より４億５，４８８万５，０００円多い、１３億９，６４５

万２，０００円を計上しています。消防施設費では、工事請負費として、防火水槽整

備工事費に１，１３０万円を、消防車庫整備工事費に４５０万円を、備品購入費とし

て、救急自動車自動車購入費に４，３２４万８，０００円を、災害対策費では、防災

行政無線デジタル化整備工事費として５億８，９３１万１，０００円を計上していま

す。 

   １０款教育費は、前年度より２億１，２６４万２，０００円多い、１２億５，９９

７万５，０００円を計上しています。教育総務費の事務局費では、ＰＣＢ廃棄物処分

委託料に１，７０６万円を、通学対策費では、委託料として、スクールバス等運行維

持管理委託料に７，７５１万９，０００円を、自動車購入費として、スクールバス購

入費に６００万円を、義務教育振興費では、特色ある学校づくり施策として教育活動

奨励交付金に１，１００万円を、小学校費の学校管理費では、工事請負費として鳥屋

城小学校プール改築工事に１億５，５２５万円を、社会教育費の図書館費では、スマ

ート図書館化事業として備品購入費に４，３１３万５，０００円を、学校給食費では、

給食調理業務の民間委託料として８８１万７，０００円を計上しています。 

   １２款公債費は、前年度より７，６６５万８，０００円少ない、２５億９，９７５

万１，０００円を計上しています。 

   １３款諸支出金の基金費では、積立金として、合併地域振興基金積立金に１億円を、
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ふるさと応援基金積立金として２億４，０００万円を、循環型社会の構築と自然エネ

ルギー推進基金積立金として４，１０９万３，０００円などを計上しています。 

   また、一般会計から各特別会計への繰出金として、総額２４億１，９３０万５，０

００円を計上しています。その他、必要となる所要の経費を計上した結果、平成３１

年度一般会計予算総額は、歳入、歳出それぞれ１５５億５，０００万円と相なりまし

た。 

   次に、各特別会計予算について御説明申し上げます。議案第６号は、平成３１年度

有田川町国民健康保険事業特別会計予算であります。国民健康保険事業は医療費の動

向に大きく左右されるものでありますので、疾病の早期発見、早期治療を目指すこと

はもちろん、予防医療に最重点を置いた健康づくり事業を推進しているところであり

ます。 

   平成３０年度より、国民健康保険制度の改革により、和歌山県広域化となりました

が、年々医療費は増加、被保険者は減少という依然として厳しい状況の中、保険給付

費、国民健康保険事業費納付金、保健事業費等に、３６億５，０２４万円を計上して

おります。なお、この財源といたしましては、国民健康保険税、県支出金及び繰入金

などを充てることにいたしております。 

   議案第７号は、平成３１年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算であります。本

年度予算といたしまして、後期高齢者医療広域連合納付金などに７億３，５０６万円

を計上しています。この財源いたしましては、保険料及び一般会計繰入金などを充て

ることにいたしております。 

   議案第８号は平成３１年度有田川町介護保険事業特別会計予算であります。介護保

険事業に要する保険給付費として、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、

高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費及び地域支援事業費などに３２

億７，３５５万２，０００円を計上しています。この財源として、保険料、国・県支

出金、支払基金交付金及び繰入金などを充てることにいたしております。 

   議案第９号は平成３１年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算であり

ます。特別養護老人ホームしみず園の施設管理費や基金積立金などで、前年度より２，

４４６万５，０００円多い、２，８５０万７，０００円を計上しています。この財源

といたしましては、指定管理事業者負担金や特別養護老人ホームしみず園基金からの

繰入金などを充てることにいたしております。 

   議案第１０号は平成３１年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。施設

費の水道施設管理費として、１億１，６５５万６，０００円を、水道施設整備事業費

では、清水地区統合事業などに係る、委託料及び工事請負費に１億３，５９５万５，

０００円を計上し、予算総額は６億１，３９１万８，０００円と相なりました。この

財源といたしましては、負担金、使用料、繰入金及び町債などを充てることにいたし

ております。 
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   議案第１１号は平成３１年度有田川町公共下水道事業特別会計予算であります。施

設管理費として７，２４７万５，０００円を、施設整備事業費では、委託料として、

上水道施設移設工事委託料や下徳田・上徳田地区の詳細設計委託料などに３億５，２

４０万円を、工事請負費に庄、垣倉、東丹生図、徳田地区の管渠布設工事などに８億

１，３００万円を、公債費に５億４，３２６万２，０００円を計上し、予算総額は１

９億２，０９０万５，０００円と相なりました。なお、財源といたしましては、負担

金、使用料、国・県支出金、繰入金及び町債などを充てることにいたしております。 

   議案第１２号は平成３１年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算であります。

現在、吉原、田殿、徳田、吉見、熊井・奥地区の５つの処理施設が供用中であります。

農業集落排水施設管理費として、１億１，８５９万３，０００円を、公債費に１億５，

１３８万２，０００円を計上し、予算総額は２億９，９６０万３，０００円と相なり

ました。なお、財源といたしましては、分担金、使用料及び繰入金などを充てること

にいたしております。 

   議案第１３号は平成３１年度有田川町簡易排水事業特別会計予算であります。本年

度予算につきましては、簡易排水施設管理費、町債の元利償還金等に２０４万４，０

００円を計上しております。 

   議案第１４号は平成３１年度有田川町浄化槽事業特別会計予算であります。本年度

予算につきましては、施設管理費、町債の元利償還金などに７６７万５，０００円を

計上しております。 

   議案第１５号は平成３１年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。

本年度予算は、施設管理費などに７，２４８万９，０００円を計上しています。この

財源といたしましては、使用料、販売収入などの諸収入及び繰入金を充てることにい

たしております。 

   議案第１６号は平成３１年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は財産区管理会委員の報償金などに５万６，０００円を計上しております。 

   議案第１７号は平成３１年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに３０万円を計上しており

ます。 

   議案第１８号は平成３１年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに１９１万８，０００

円を計上しております。 

   議案第１９号は平成３１年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報償金及び公有林整備事業債の元利償還に伴

う繰出金などに７７万３，０００円を計上しております。 

   議案第２０号は平成３１年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報償金及び予備費などに１１万
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３，０００円を計上しております。 

   議案第２１号は平成３１年度有田川町水道事業会計予算であります。まず収益的予

算でありますけれども、水道事業収益が４億７，１０２万１，０００円で、主に水道

使用料です。水道事業費用は４億２，６７１万７，０００円を計上しており、その内

容は水道施設の維持管理費や企業債償還利息等の経常経費、及び減価償却費などです。 

   次に資本的予算でありますけれども、資本的収入は２億８，４９６万５，０００円

で、主に公共下水道事業に伴う移設工事負担金です。資本的支出は４億２７１万１，

０００円を計上しており、建設改良費と企業債償還元金です。建設改良費の主たる内

訳は、高速４車線化に伴う水道管布設替工事、公共下水道事業に伴う水道管布設替工

事などです。 

   資本的収入が資本的支出に対し不足する額１億１，７７４万６，０００円は、当年

度分損益勘定留保資金などで補填いたします。 

   以上で、平成３１年度当初予算の説明を終わります。 

   次に、平成３１年度当初予算以外の議案について御説明を申し上げます。議案第１

号は、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第７号であります。今回の補正は、歳

入においては、町税、分担金、国・県支出金、寄附金、繰入金及び町債など、現時点

での見込み得る額が把握できましたので増減補正するものであります。 

   歳入の補正の大きなものとして、国庫補助金に、その他公共施設災害復旧費補助金

として１億１，１０６万２，０００円を、県負担金に地籍調査費として１億３８５万

円を、また、町税として３，２８８万７，０００円を、前年度繰越金として２，１３

６万３，０００円を計上するとともに、事業費の確定により公共土木施設災害復旧費

国庫負担金として３，６６７万円を、ふるさと応援寄附金を３億円見込んでいました

が、現時点での見込額に基づき６，０００万円を、財政調整基金繰入金として１億円

を、それぞれ減額し、歳入として計上しております。 

   また、歳出においては、民生費で、社会福祉総務費の国民健康保険事業特別会計繰

出金として、１，４３４万円を、農林水産業費では、地籍調査費として１億３，８４

６万６，０００円を、商工費では、プレミアム付商品券委託料として２５５万４，０

００円を、土木費では、県営事業負担金として１５１万５，０００円を、災害復旧費

では、放送ネットワーク施設等災害復旧委託料として１億７，４１３万７，０００円

などを増額補正する一方、その他の歳出につきましても、補助基準額の変更等による

事業費の変更等所要の補正を行い、未執行額となる見込額を減額した結果、今回の補

正額は８００万４，０００円の減額補正を行うものであります。 

   補正後の予算総額は１６９億１，６４９万８，０００円と相なりました。また、繰

越明許費、債務負担行為の補正及び地方債の補正につきましても、御審議を願うもの

であります。 

   議案第２号は、平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号で
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あります。今回の補正は、保険基盤安定繰入金の見込み得る額が把握できましたので、

１，４３４万円の補正を行うものであります。補正後の予算総額は３７億５，２２８

万２，０００円と相なりました。 

   議案第３号は平成３０年度有田川町後期高齢者医療特別会補正予算第３号でありま

す。今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金の見込み得る額が把握できました

ので、１９４万７，０００円の減額補正を行うものであります。補正後の予算総額は

７億４，７５９万７，０００円と相なりました。なお、この財源として保険料、繰入

金を充てることにいたしております。 

   議案第４号は平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号でありま

す。今回の補正は、介護予防サービス計画作成業務委託料に４３万円の補正を行うも

のであります。補正後の予算総額は３２億７，９７９万２，０００円と相なりました。

なお、この財源として国庫補助金、繰入金及び諸収入を充てることにしております。 

   続きまして、議案第２２号は有田川町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、学校教育法の一部を改正す

る法律が平成３１年４月１日に施行されることに伴い、本条例の一部改正を行う必要

があるため所要の改正を行うものであります。 

   議案第２３号は有田川職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。今回の改正は、人事院規則の一部を改正する人事院規則

が公布されたことに伴い、本条例の一部改正を行う必要があるため所要の改正を行う

ものであります。 

   議案第２４号は有田川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。今回の改正は、特殊勤務手当に関する条例の特殊勤務手当

の種類等に、用地交渉等手当を加えることに伴い、本条例の一部改正を行う必要があ

るため所要の改正を行うものであります。 

   議案第２５号は有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、学校運営協議

会委員について、委員報酬を支給することに伴い、本条例の一部改正を行う必要があ

るため所要の改正を行うものであります。 

   議案第２６号は有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。今回の改正は、消費税法の一部及び地方税法の一部が改正され、

平成３１年１０月１日から消費税及び地方消費税の税率が変更することに伴い、使用

料を改正したく本条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うもので

あります。 

   議案第２７号は有田川町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について

であります。今回の改正は、有田川町道路占用料徴収条例における同種の使用料との

均衡を図るため、また、消費税及び地方消費税の税率が変更することに伴い、使用料
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の変更に速やかに対応するため、本条例の一部を改正する必要が生じたため所要の改

正を行うものであります。 

   議案第２８号は有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。今回の改正は消費税法の一部及び地方税法の一部が改正され、平成３１年

１０月１日から消費税及び地方消費税の税率が変更することに伴い、水道料金等を改

正したく本条例の一部を改正する必要が生じたため所要の改正を行うものであります。 

   議案第２９号は、有田川町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。今回の改正は、消費税法の一部及び地方税法の一部が改正され、平成３１年１

０月１日から消費税及び地方消費税の税率が変更されることに伴い、有田川町下水道

条例、有田川町簡易排水処理施設条例、有田川町農業集落排水処理施設条例及び有田

川町浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正を行うとともに、有田川町浄化槽

の設置及び管理に関する条例において、個人設置浄化槽の町への寄附の廃止を行いた

く、条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３０号は有田川町かなや明恵峡温泉条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。今回の改正は、かなや明恵峡温泉使用料を変更したく、条例の一部を

改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３１号は有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。今回の改正は、し尿収集手数料を変更したく、条例の一

部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３２号は有田川町文化ホール条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。今回の改正は、有田川町文化ホール条例及び有田川町農村環境改善センター

条例を、有田川町きびドーム条例に整理統合したく、所要の改正を行うものでありま

す。 

   議案第３３号は有田川町農村環境改善センター条例を廃止する条例の制定について

であります。今回の改正は、有田川町農村環境改善センター条例を及び有田川町文化

ホール条例を、有田川町きびドーム条例に整理統合するため、有田川町農村環境改善

センター条例を廃止するものであります。 

   議案第３４号は有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。今回の改正は、町営住宅久野原第一団地を、老朽化により用途を廃止するととも

に、別表を町営住宅の名称及び位置のみに変更したく、所要の改正を行うものであり

ます。 

   議案第３５号は有田川町学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

であります。今回の改正は、井口地内に有田川町田殿学童保育所を新設することに伴

い、条例の一部を改正するものであります。 

   議案第３６号は有田川町道路線の認定についてであります。有田川町大字土生地内、

町道１０１５号線、延長８３．３８メートルを、道路法の規定により、町道の認定を



－１７－ 

お願いするものであります。 

   諮問第１号から諮問第４号については、それぞれ人権擁護委員候補者の推薦につい

て、意見を求めることについてであります。 

   諮問第１号は人権擁護委員、畑中泰武氏の任期が本年６月３０日をもって満了いた

します。つきましては、引き続き同氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、

議会の意見を求めるものであります。 

   諮問第２号は人権擁護委員、柏木敦子氏の任期が本年６月３０日をもって満了いた

します。つきましては、引き続き同氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、

議会の意見を求めるものであります。 

   諮問第３号は人権擁護委員、田又和彦氏の任期が本年６月３０日をもって満了いた

します。つきましては、引き続き同氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、

議会の意見を求めるものであります。 

   諮問第４号は人権擁護委員、橋本彰氏の任期が本年６月３０日をもって満了いたし

ます。つきましては、後任の委員として、人格、見識高く、広く社会の実情に通じ、

人権擁護について理解のある、有田川町大字庄３０番地１８、田中伸幸氏を人権擁護

委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

   以上で、提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩します。休憩中に、３階中会議室において全員協議会を開催しますので、

よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時３７分 

再開 １３時５９分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

……………日程第５ 議案第１号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第５、議案第１号、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第７号を議題とし

ます。 
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   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷憲です。 

   歳出の３１ページに、歳出の委託料として、プレミアム付商品券委託料が２５５万

４，０００円が補正されていますが、この対象となる事業の内容と商品券が交付され

る対象人数を示していただきたいのと、なぜ今補正しなければならないのか。お願い

いたします。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   増谷議員の質問にお答えいたします。補正につきましては、１０月以降、商品券の

発行になるのですが、それに至るまでのいろいろな事務手続に必要な事業をというこ

とでございます。それから、人数につきましては現時点ではまだ把握をしておりませ

ん。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この商品券は４，０００円でプラスアルファの５，０００円の商品券ということだ

と思います。それで、１つは、子育て世代で６月１日までが基準、６月２日に生まれ

た方は対象にならないという話らしいですね。 

   それから、全国２，４００万人で、当町で言えば、そんなに多くの人数にならない

ということだと思います。ですから、補正であげる必要はないし、あえて今後は今の

本町の動きからしたら必要ないと思うんですが、この消費税分１０％の見返りとして

上げているわけですが、これについて経済効果があるとお考えですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   経済効果については、特別あるとは思っておりません。あくまでも消費税の増税に

伴う支援の事業だということであります。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   部長、そうですね、私もそういうふうに、経済効果があると思いません。これまで

でも、幾つもこういう形で商品券を配付とか、やってきましたけども、一向に景気が
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よくなっていない。しかも、これ１回切り。消費税が導入されれば、毎日買い物すれ

ば消費税がかかってくる、１０％。そのほうが大きいというふうに思いますので、私

はこのやり方については疑問があります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   反対の立場から討論させていただきます。まず１つは、商品券で還元というのであ

れば、そもそも消費税は必要ないのではないかということになりますし、１回限りの

ものになりますし経済効果はないと考えます。 

   ２つ目は、補正予算であげること自体、一斉地方選挙目当てのほうになっていると

いう点であります。 

   ３つ目に、６月１日以降に生まれた方は対象にならないという点であります。 

   それから、４つ目に、買い物するたびに、１０％の消費税負担になることから、以

上の理由で反対いたします。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

……………日程第６ 議案第２号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第６、議案第２号、平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算

第４号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決されました。 

……………日程第７ 議案第３号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第７、議案第３号、平成３０年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第

３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決されました。 

……………日程第８ 議案第４号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第８、議案第４号、平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３

号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議長（殿井 堯） 

   起立全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決されました。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第４０、議案第３６号を先に議題としたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第４０、議案３６号を先に議題とすることに決定しまし

た。 

……………日程第４０ 議案第３６号…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第４０、議案第３６号、有田川町道路線の認定についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。 

   ただいま議題となっています、議案第３６号、有田川町道路線の認定については、

産業建設住民常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、議案第３６号、有田川町道路線の認定については、産業建設住民常任

委員会に付託して審査することに決定しました。 



－２２－ 

   お諮りします。 

   日程第９、議案第５号から、日程第３９、議案第３５号まで、及び日程第４１、諮

問第１号から日程第４４、諮問第４号までを提案理由の説明だけにとどめ、議案調査

のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会したいと思います。 

   なお、次回の本会議は、３月１８日月曜日、午前９時３０分から開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １４時１０分 


